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墨田区規則第７６号 



   建築基準法施行細則の一部を改正する規則 

 建築基準法施行細則（昭和４０年墨田区規則第１３号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１３条第２号中「（随時閉鎖し、又は作動することができるもの（防火ダンパー

を除く。）に限る。）」を「のうち次に掲げるもの」に改め、同号に次のように加え

る。 

  ア 随時閉鎖し、又は作動することができるもの（防火ダンパーを除く。） 

  イ 常時閉鎖し、又は作動した状態にあるもの（各階の主要なものに限る。） 

 第１４条第３項の表１の項中「１０月３１日」を「翌年の１月３１日」に改め、同

表２の項中「１１月３０日まで。ただし、床面積の合計が２，０００平方メートルを

超えるもので３階以上の階にあるものについては、毎年４月１日から１０月３１日ま

で」を「翌年の１月３１日まで」に改め、同表３の項中「。ただし、床面積の合計が

３，０００平方メートルを超えるもので３階以上の階にあるものについては、毎年４

月１日から１０月３１日まで」を削り、同表４の項中「１１月３０日」を「翌年の１

月３１日」に改め、同表６の項中「９月３０日」を「翌年の１月３１日」に改め、同

表７の項中「１１月３０日」を「翌年の１月３１日」に改め、同表９の項中「１０月

３１日」を「翌年の１月３１日」に改める。 

   付 則 

 この規則は、令和７年７月１日から施行する。 

 


